
○

人
事
院
規
則
八
―
一
二
―
八
（
人
事
院
規
則
八
―
一
二
（
職
員
の
任
免
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
四
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

第
四
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は

、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

期
間
業
務
職
員

相
当
の
期
間
任
用
さ
れ
る
職
員
を
就
け
る

（
新
設
）

べ
き
官
職
以
外
の
官
職
で
あ
る
非
常
勤
官
職
で
あ
っ
て
、
一
会
計

年
度
内
に
限
っ
て
臨
時
的
に
置
か
れ
る
も
の
（
法
第
八
十
一
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
そ
の
他
人
事
院
が
定

め
る
官
職
を
除
く
。
）
に
就
け
る
た
め
に
任
用
さ
れ
る
職
員

第
四
章

非
常
勤
職
員
の
特
例

第
四
章

非
常
勤
職
員
の
特
例

（
非
常
勤
職
員
の
採
用
の
方
法
）

（
非
常
勤
職
員
の
採
用
の
方
法
）

第
四
十
六
条

非
常
勤
職
員
（
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

第
四
十
六
条

非
常
勤
職
員
（
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の

る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の

採
用
は
、
第
二
章
第
二
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
面
接
、
経
歴
評

採
用
は
、
第
二
章
第
二
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
面
接
、
経
歴
評

定
そ
の
他
の
適
宜
の
方
法
に
よ
る
能
力
の
実
証
を
経
て
行
う
こ
と
が

定
そ
の
他
の
適
宜
の
方
法
に
よ
る
能
力
の
実
証
を
経
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
期
間
業
務
職
員
を
採
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ

で
き
る
。

の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
、
経
歴
評
定
」
と
あ
る
の
は



、
「
及
び
経
歴
評
定
」
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
非
常
勤
職
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー

２

任
命
権
者
は
、
非
常
勤
職
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
、
公
共
職
業
安
定
所
へ
の
求
人
の
申
込
み
等
に
よ
る

ネ
ッ
ト
の
利
用
、
公
共
職
業
安
定
所
へ
の
求
人
の
申
込
み
等
に
よ
る

告
知
を
行
い
、
で
き
る
限
り
広
く
募
集
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

告
知
を
行
い
、
で
き
る
限
り
広
く
募
集
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

し
、
官
職
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
、
経
験
、
技
能
等
の
内
容
、
官
署

い
。

の
所
在
地
が
離
島
そ
の
他
の
へ
き
地
で
あ
る
等
の
勤
務
環
境
、
任
期

一

官
職
に
必
要
と
さ
れ
る
知
識
、
経
験
、
技
能
等
の
内
容
、
官
署

、
採
用
の
緊
急
性
等
の
事
情
か
ら
公
募
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て

の
所
在
地
が
離
島
そ
の
他
の
へ
き
地
で
あ
る
等
の
勤
務
環
境
、
任

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

期
、
採
用
の
緊
急
性
等
の
事
情
か
ら
公
募
に
よ
り
難
い
場
合

二

期
間
業
務
職
員
を
採
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
に
定
め
る

能
力
の
実
証
を
面
接
及
び
期
間
業
務
職
員
と
し
て
の
従
前
の
勤
務

実
績
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
公
募
に
よ
る

必
要
が
な
い
と
き
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
と
き
。

（
非
常
勤
職
員
の
任
期
）

第
四
十
六
条
の
二

期
間
業
務
職
員
を
採
用
す
る
場
合
は
、
当
該
採
用

（
新
設
）

の
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
の
範
囲
内

で
任
期
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
期
間
業
務
職
員
を
そ
の
任
期

満
了
後
も
引
き
続
き
期
間
業
務
職
員
の
職
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が

生
じ
た
場
合
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

そ
の
任
期
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

任
命
権
者
は
、
期
間
業
務
職
員
の
採
用
又
は
任
期
の
更
新
に
当
た

っ
て
は
、
業
務
の
遂
行
に
必
要
か
つ
十
分
な
任
期
を
定
め
る
も
の
と

し
、
必
要
以
上
に
短
い
任
期
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
採
用
又
は
任



期
の
更
新
を
反
復
し
て
行
う
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

期
間
業
務
職
員
以
外
の
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
任
期
を
定
め
る
場

合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５

第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
非
常
勤
職
員
の
任
期
を
定
め
た

採
用
及
び
任
期
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
非
常
勤
職
員
の
昇
任
等
の
方
法
）

（
非
常
勤
職
員
の
昇
任
等
の
方
法
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
四
十
七
条

非
常
勤
職
員
の
常
勤
官
職
へ
の
昇
任
等
は
、
第
二
章
第

三
節
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
準
じ
て
官
職
に
係
る
能
力
及
び
適

性
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
行
う
と
と
も
に
、
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
準
じ
て
募
集
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
充
し
よ
う
と
す
る
官
職
が

試
験
対
象
官
職
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
異
動
さ
せ
よ
う
と
す
る

職
員
（
当
該
職
員
は
、
当
該
試
験
対
象
官
職
に
係
る
名
簿
又
は
当
該

補
充
し
よ
う
と
す
る
官
職
と
職
務
の
内
容
が
十
分
類
似
す
る
他
の
官

職
に
係
る
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）

に
つ
い
て
面
接
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
昇
任
等
を
行
う
も

の
と
す
る
。

３

非
常
勤
職
員
の
他
の
非
常
勤
官
職
（
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

３

非
常
勤
職
員
の
他
の
非
常
勤
官
職
（
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の
昇

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の
昇

任
等
は
、
第
二
章
第
三
節
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
行
う
こ
と
が
で
き

任
等
は
、
第
二
章
第
三
節
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
必

て
、
必
要
な
能
力
の
実
証
を
行
う
も
の
と
す
る
。

要
な
能
力
の
実
証
を
行
う
も
の
と
す
る
。



（
条
件
付
任
用
期
間
の
特
例
）

（
条
件
付
任
用
期
間
の
特
例
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
八
条

内
閣
府
設
置
法
第
十
八
条
の
重
要
政
策
に
関
す
る
会
議

又
は
同
法
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
五
十
四
条
の
審
議
会
等
、
宮
内

庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
機
関

若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
の
審
議
会
等
の
非
常
勤
官
職
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
非
常
勤
官
職
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
審
議
会
等
の
非
常
勤
官
職
」
と
い
う
。
）
に
採
用
し
、
審
議
会

等
の
非
常
勤
官
職
以
外
の
非
常
勤
官
職
に
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
若
し
く
は
一
年
を
超
え
な
い
任
期
を
定
め
て
採
用
し
、
又
は
非
常

勤
官
職
に
昇
任
さ
せ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
採
用
又
は
昇
任
は
、

条
件
付
の
も
の
と
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
月
を
超
え
る
任
期
を
定
め
た
期

（
新
設
）

間
業
務
職
員
の
採
用
は
、
そ
の
採
用
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
条

件
付
の
も
の
と
し
、
そ
の
間
そ
の
職
務
を
良
好
な
成
績
で
遂
行
し
た

と
き
は
、
そ
の
期
間
の
終
了
前
に
任
命
権
者
が
別
段
の
措
置
を
し
な

い
限
り
、
そ
の
期
間
が
終
了
し
た
日
の
翌
日
に
お
い
て
、
当
該
期
間

業
務
職
員
の
採
用
は
正
式
の
も
の
と
な
る
。

３

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

条
件
付
採
用
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
中
「
六
月
間
」
と
あ
る
の
は
「
一
月
間
」
と
、
「
九
十
日
」
と
あ

る
の
は
「
十
五
日
」
と
、
「
当
該
条
件
付
採
用
期
間
の
開
始
後
一
年

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
職
員
の
任
期
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。



第
五
章

離
職
等

第
五
章

離
職
等

（
免
職
及
び
辞
職
以
外
の
退
職
）

（
免
職
及
び
辞
職
以
外
の
退
職
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
そ

の
任
期
が
更
新
さ
れ
な
い
と
き
は
、
職
員
は
、
当
然
退
職
す
る
も
の

と
す
る
。
法
第
六
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
任
用
が
取
り

消
さ
れ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

臨
時
的
任
用
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合

二

法
令
に
よ
り
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

任
期
が
満
了
し
た
と
き
。

三

前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
。

（
削
除
）

２

前
項
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
、
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
職
員
が

引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る
こ
と
を
任
命
権
者
が
知
り
な
が
ら
別
段
の

措
置
を
し
な
い
と
き
は
、
従
前
の
任
用
は
、
同
一
の
条
件
を
も
っ
て

更
新
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
六
章

任
免
の
手
続

第
六
章

任
免
の
手
続

（
通
知
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
通
知
書
の
交
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
五
十
五
条

（
略
）

第
五
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は

、
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
知
書
に
代
わ
る
文
書
の
交
付

そ
の
他
適
当
な
方
法
を
も
っ
て
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）



三

非
常
勤
官
職
に
職
員
を
転
任
さ
せ
、
配
置
換
し
、
又
は
併
任
し

三

非
常
勤
官
職
に
職
員
を
転
任
さ
せ
、
配
置
換
し
、
又
は
併
任
し

、
若
し
く
は
そ
の
併
任
を
解
除
し
た
場
合
（
任
期
の
更
新
を
伴
う

、
若
し
く
は
そ
の
併
任
を
解
除
し
た
場
合

場
合
を
除
く
。
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）


